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三

重

県

工

業

用

水

道

条

例

（
平
成
二
年
三
月
二
十
三
日

三
重
県
条
例
第
六
号
）

第

一

章

総

則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
三
重
県
工
業
用
水
道
事
業
の
給
水
に
係
る
料
金
そ
の
他
供
給
条
件
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
用
語
の
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

管
理
者

三
重
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
三
重
県
条
例
第
六
十
一
号
。
以
下
「
設
置
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
管
理
者
を
い
う
。

二

使
用
者

管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
工
業
用
水
の
給
水
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

三

時
間
最
大
使
用
水
量

一
日
の
各
時
間
に
お
け
る
使
用
水
量
の
う
ち
最
大
の
水
量
を
い
う
。

四

基
本
使
用
水
量

時
間
最
大
使
用
水
量
に
二
十
四
を
乗
じ
て
得
た
水
量
を
い
う
。

五

超
過
使
用
水
量

時
間
最
大
使
用
水
量
を
超
え
て
使
用
し
た
水
量
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
使
用
の
休
止
の
承
認
を

受
け
た
水
量
（
以
下
「
休
止
水
量
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
は
、
基
本
使
用
水
量
か
ら
休
止
水
量
を
減
じ
て
得
た
水
量
の
二
十
四
分
の
一
の
水
量
を
超
え
て
使
用

し
た
水
量
を
い
う
。

六

配
水
施
設

配
水
池
、
配
水
管
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す
る
施
設
を
い
う
。

七

給
水
施
設

配
水
施
設
か
ら
分
岐
し
て
管
理
者
が
管
理
す
る
制
水
弁
に
至
る
ま
で
の
給
水
管
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
施
設
を
い
う
。

八

受
水
施
設

給
水
施
設
か
ら
分
岐
し
て
設
け
ら
れ
た
受
水
管
、
量
水
装
置
（
量
水
器
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
機
器
類
を
い
う
。
）
、
受
水
槽
及
び
こ
れ
ら
に
附
属
す

る
施
設
を
い
う
。

（
給
水
の
対
象
）

第
三
条

工
業
用
水
の
給
水
は
、
設
置
条
例
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
給
水
区
域
に
お
い
て
一
給
水
先
当
た
り
の
基
本
使
用
水
量
が
一
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
者

に
対
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第

二

章

給
水
の
申
込
み
及
び
承
認
等

（
給
水
の
申
込
み
）

第
四
条

工
業
用
水
の
給
水
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
管
理
者
に
給
水
の
申
込
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
水
の
承
認
）

第
五
条

管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
給
水
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
給
水
能
力
に
余
裕
が
な
い
と
き
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
時
間
最
大

使
用
水
量
及
び
基
本
使
用
水
量
を
決
定
し
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
に
際
し
て
は
、
給
水
に
関
し
必
要
な
条
件
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
本
使
用
水
量
の
変
更
）

第
六
条

使
用
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
基
本
使
用
水
量
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
変
更
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
の
規
定
は
、
基
本
使
用
水
量
を
変
更
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
）

第
七
条

使
用
者
は
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
所
在
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
権
利
又
は
義
務
の
譲
渡
等
）

第
八
条

使
用
者
は
、
管
理
者
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
権
利
又
は
義
務
を
第
三
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

相
続
又
は
合
併
に
よ
り
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
速
や
か
に
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
用
途
の
制
限
）

第
九
条

使
用
者
は
、
給
水
さ
れ
る
工
業
用
水
を
工
業
用
水
道
事
業
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
工
業
以
外
の
用
途
に
使
用
し

て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特
に
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
消
火
栓
の
使
用
）

第
十
条

管
理
者
が
工
業
用
水
道
に
設
置
し
た
消
火
栓
は
、
火
災
又
は
消
火
演
習
の
場
合
を
除
く
ほ
か
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第

三

章

配
水
施
設
等
の
工
事
及
び
管
理
並
び
に
費
用
の
負
担

（
配
水
施
設
及
び
給
水
施
設
の
工
事
）

第
十
一
条

配
水
施
設
及
び
給
水
施
設
の
設
置
、
改
造
又
は
撤
去
の
工
事
は
、
管
理
者
が
施
工
す
る
も
の
と
す
る
。

２

管
理
者
は
、
給
水
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
給
水
申
込
み
又
は
使
用
者
か
ら
の
基
本
使
用
水
量
の
変
更
の
申
出
に
よ
り
、
前
項
の
工
事
が
必
要
と
な
る
と
き
は
、

そ
の
工
事
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
、
給
水
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
使
用
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
水
施
設
の
工
事
）

第
十
二
条

受
水
施
設
（
量
水
装
置
を
除
く
。
）
の
工
事
は
、
使
用
者
等
が
施
工
す
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
者
等
は
、
前
項
の
工
事
の
設
計
及
び
施
工
を
管
理
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
費
用
は
、
使
用
者
等
の
負
担
と
す
る
。

３

使
用
者
等
は
、
受
水
槽
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
と
容
量
、
形
式
等
に
つ
い
て
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

（
量
水
装
置
の
設
置
）

第
十
三
条

量
水
装
置
は
、
管
理
者
と
使
用
者
等
が
協
議
の
う
え
設
置
場
所
を
定
め
、
管
理
者
が
設
置
し
、
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
者
等
は
、
量
水
装
置
の
設
置
に
要
す
る
土
地
及
び
建
物
を
管
理
者
に
無
償
で
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
量
水
装
置
の
移
転
費
用
）

第
十
四
条

使
用
者
の
請
求
に
基
づ
き
量
水
装
置
の
移
転
工
事
を
実
施
し
た
場
合
の
費
用
は
、
使
用
者
の
負
担
と
す
る
。

（
量
水
装
置
の
検
査
請
求
）

第
十
五
条

使
用
者
は
、
量
水
装
置
の
機
能
に
異
常
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管
理
者
に
当
該
装
置
の
機
能
の
検
査
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
制
水
弁
の
操
作
禁
止
）

第
十
六
条

使
用
者
は
、
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
配
水
施
設
及
び
給
水
施
設
の
制
水
弁
を
操
作
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
工
事
費
用
の
算
出
）

第
十
七
条

第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
工
事
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
合
計
額
と
す
る
。

一

工
事
費

二

工
事
雑
費

三

事
務
雑
費

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
の
費
用
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
費
用
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２

工
事
費
用
の
算
出
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

（
工
事
費
用
の
前
納
及
び
精
算
）

第
十
八
条

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
費
用
を
負
担
す
べ
き
者
並
び
に
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
事
を
委
託
す
る
者
は
、
管
理
者

の
定
め
る
工
事
費
用
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特
に
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
前
納
し
た
工
事
費
用
は
、
工
事
完
成
後
精
算
し
、
過
不
足
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
還
付
し
、
又
は
追
徴
す
る
。

第

四

章

給

水

（
給
水
の
原
則
）

第
十
九
条

管
理
者
は
、
災
害
、
異
常
渇
水
、
工
業
用
水
道
施
設
の
損
傷
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
る
場
合
又
は
工
業
用
水
道
施
設
の
拡
張
、
改
良
及
び
修
繕
の
工
事
等
に

よ
り
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
給
水
を
制
限
し
、
又
は
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
給
水
を
制
限
し
又
は
停
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
日
時
及
び
区
域
並
び
に
そ
の
理
由
を
使
用
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

管
理
者
は
、
給
水
の
制
限
又
は
停
止
に
よ
っ
て
使
用
者
に
損
害
が
生
じ
て
も
、
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
適
正
使
用
の
原
則
）

第
二
十
条

使
用
者
は
、
工
業
用
水
を
常
時
均
等
に
使
用
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
給
水
の
適
正
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
受
水
槽
の
設
置
又
は
増
設
そ
の
他
工
業
用
水
の
使
用
方
法
の
改
善
等
の

措
置
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
の
開
始
及
び
休
止
）

第
二
十
一
条

使
用
者
は
、
工
業
用
水
の
使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
者
は
、
操
業
の
短
縮
、
停
止
等
に
よ
り
工
業
用
水
の
使
用
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
一
日
当
た
り
の
休
止
し
よ
う
と
す
る
水
量
を
定

め
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
の
廃
止
）

第
二
十
二
条

使
用
者
は
、
工
場
の
閉
鎖
等
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
工
業
用
水
の
使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
管
理
者
に
申
し
出

て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
廃
止
に
係
る
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
超
過
使
用
水
量
の
決
定
等
）

第
二
十
三
条

管
理
者
は
、
毎
月
定
例
日
に
量
水
器
を
検
針
し
て
当
該
月
の
超
過
使
用
水
量
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
量
水
器
に
故
障
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
そ
の
故
障
期
間
中
に
お
け
る
超
過
使
用
水
量
は
、
管
理
者
が
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
超
過
使
用
水
量
を
決
定
し
た
と
き
は
、
使
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
の
制
限
を
し
た
と
き
の
超
過
使
用
水
量
は
、
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
決
定
す
る
。

４

管
理
者
は
、
使
用
者
が
火
災
に
際
し
受
水
施
設
に
設
置
し
た
消
火
栓
を
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
、
超
過
使
用
水
量
と
な
る
水
量
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
水
量
を

認
定
し
、
そ
の
月
の
超
過
使
用
水
量
か
ら
こ
れ
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第

五

章

料

金

（
料
金
の
算
定
）

第
二
十
四
条

工
業
用
水
の
料
金
（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
定
め
る
額
の
合
計
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

基
本
料
金

基
本
使
用
水
量
に
そ
の
月
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
水
量
に
対
し
、
別
表
に
定
め
る
基
本
料
金
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額

二

使
用
料
金

基
本
使
用
水
量
か
ら
休
止
水
量
を
減
じ
て
得
た
水
量
に
そ
の
月
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
水
量
に
対
し
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
金
の
単
価
を
乗
じ
て

得
た
額

三

超
過
料
金

第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
超
過
使
用
水
量
に
対
し
、
別
表
に
定
め
る
超
過
料
金
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額

２

月
の
中
途
に
お
い
て
、
工
業
用
水
の
使
用
を
開
始
し
、
若
し
く
は
廃
止
し
、
又
は
基
本
使
用
水
量
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
料
金
は
、
日
割
計
算
と
す
る
。

（
責
任
使
用
水
量
制
）

第
二
十
五
条

基
本
料
金
及
び
使
用
料
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
が
一
日
の
間
に
お
い
て
、
基
本
使
用
水
量
（
休
止
水
量
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
水
量
を

減
じ
て
得
た
水
量
）
の
全
部
又
は
一
部
を
使
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
使
用
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
料
金
の
納
入
）

第
二
十
六
条

使
用
者
は
、
毎
月
料
金
を
管
理
者
の
定
め
る
納
入
期
限
ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
滞
金
の
徴
収
）
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第
二
十
七
条

削
除
〔
平
成
二
十
六
年
条
例
七
十
二
号
〕

（
料
金
の
減
免
）

第
二
十
八
条

管
理
者
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
給
水
を
制
限
し
、
又
は
停
止
し
た
場
合
は
、
料
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
料
金
納
入
後
の
過
不
足
精
算
）

第
二
十
九
条

過
誤
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
料
金
の
払
戻
し
、
又
は
追
徴
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
翌
月
以
降
の
料
金
に
お
い
て
精
算
す
る
。

第

六

章

雑

則

（
給
水
の
停
止
処
分
）

第
三
十
条

管
理
者
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
給
水
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

料
金
及
び
こ
の
条
例
に
よ
り
負
担
す
べ
き
費
用
を
納
入
期
限
経
過
後
三
月
以
上
納
付
し
な
い
と
き
。

二

料
金
の
徴
収
を
免
れ
よ
う
と
し
て
、
不
正
の
行
為
を
し
た
と
き
。

三

正
規
の
手
続
を
経
な
い
で
、
工
事
を
行
い
又
は
給
水
施
設
を
使
用
し
た
と
き
。

四

管
理
者
の
命
じ
る
職
員
の
職
務
執
行
を
拒
み
、
又
は
妨
害
し
た
と
き
。

五

前
各
号
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
規
定
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

（
立
入
検
査
）

第
三
十
一
条

管
理
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
職
員
に
、
使
用
者
の
工
場
等
に
立
ち
入
り
、
受
水
施
設
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
他
の
条
例
と
の
関
係
）

第
三
十
二
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）

第
三
十
三
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
手
続
き
等
の
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
施
行
前
に
三
重
県
工
業
用
水
道
供
給
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
三
重
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
手
続

そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
る
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
量
水
装
置
の
経
過
措
置
）

３

旧
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
使
用
者
が
設
置
し
た
量
水
器
に
係
る
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
が
量
水
装
置
の
更
新
を
行
う
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
五
年
三
月
二
十
六
日
三
重
県
条
例
第
十
五
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
九
年
三
月
二
十
五
日
三
重
県
条
例
第
四
十
五
号
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
給
水
で
、
施
行
日
か
ら
平
成
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
料
金
の
支
払
を
受
け

る
権
利
の
確
定
さ
れ
る
も
の
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
十
一
年
三
月
十
九
日
三
重
県
条
例
第
八
号
抄
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
二
年
三
月
二
十
四
日
三
重
県
条
例
第
四
十
九
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
三
重
県
条
例
第
九
十
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
三
重
県
条
例
第
三
十
七
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
三
重
県
条
例
第
七
十
五
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
三
重
県
条
例
第
五
十
五
号
）
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こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
三
重
県
条
例
第
七
十
二
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
給
水
で
あ
っ
て
、
施
行
日
か
ら

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
料
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
料
金
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
権
利
の
確
定

さ
れ
る
も
の
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

施
行
日
か
ら
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
第
七
条
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
発
生
し
た
料

金
又
は
改
正
後
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
に
よ
り
負
担
す
べ
き
費
用
（
以
下
「
料
金
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
第
三
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
か
ら
附
則
第
九
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
者
（
附
則
第
九
項
に
お
い
て
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
は
、
料
金
等
が
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
さ
れ
な

か
っ
た
と
き
は
、
納
入
の
遅
滞
に
係
る
損
害
賠
償
金
（
以
下
「
遅
延
損
害
金
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

５

前
項
の
遅
延
損
害
金
の
額
は
、
同
項
の
納
入
期
限
の
翌
日
か
ら
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
料
金
等
の
金
額
に
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
遅
延
損
害
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
料
金
等
の
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
金

額
が
二
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
。

７

附
則
第
五
項
の
遅
延
損
害
金
の
確
定
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
金
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切

り
捨
て
る
。

８

附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏

じ
ゅ
ん

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

９

管
理
者
は
、
納
入
期
限
ま
で
に
料
金
等
が
納
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
附
則
第
四
項
の
遅
延
損

害
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

施
行
日
前
に
発
生
し
た
改
正
前
の
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
料
金
又
は
改
正
前
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
に
よ
り
負
担
す
べ
き
費
用
の
う
ち
、
納
入
期
限

ま
で
に
納
入
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
の
期
間
に
あ
っ
て
は
附
則
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
、
施
行
日
前
の
期
間
に
あ
っ
て
は
な
お
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従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
三
重
県
条
例
第
二
十
九
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
三
月
二
十
二
日
三
重
県
条
例
第
三
十
五
号
）

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
十
八
日
三
重
県
条
例
第
五
十
号
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
継
続
し
て
い
る
給
水
で
あ
っ

て
、
施
行
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
料
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
料
金
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
権

利
が
確
定
さ
れ
る
も
の
に
係
る
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
二
十
四
条
関
係
）

中
伊
勢
工
業
用
水
道

松
阪
工
業
用
水
道

北
伊
勢
工
業
用
水
道

単

価

施
設
名

二
七
円
四
〇
銭

一
四
円
九
〇
銭

一
四
円
五
〇
銭

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

基

本

料

金

二
円

一
円
一
〇
銭

四
円

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

使

用

料

金

五
八
円
八
〇
銭

三
二
円

三
七
円

一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

超

過

料

金
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三

重

県

工

業

用

水

道

条

例

施

行

規

程

（
平
成
二
年
三
月
三
十
日

三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
二
号
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
（
平
成
二
年
三
重
県
条
例
第
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
給
水
の
申
込
み
）

第
二
条

条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
給
水
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
使
用
水
量
の
変
更
を
申
し
出
よ
う
と
す

る
者
は
、
工
業
用
水
給
水
（
変
更
）
申
込
書
（
第
一
号
様
式
）
を
管
理
者
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
水
の
承
認
等
）

第
三
条

管
理
者
は
、
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
時
間
最
大
使
用
水
量
及
び
基
本
使
用
水
量
を
承
認
し
た
と
き
又
は
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
使
用
水

量
の
変
更
を
承
認
し
た
と
き
は
、
基
本
使
用
水
量
（
変
更
）
承
認
通
知
書
（
第
二
号
様
式
）
を
工
業
用
水
の
給
水
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
使
用
者
に
交
付
す
る
も

の
と
す
る
。

（
氏
名
等
の
変
更
）

第
四
条

条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
氏
名
若
し
く
は
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
住
所
若
し
く
は
所
在
地
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
の
届
出
は
、
氏
名
等
変
更
届
（
第
三
号

様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
利
又
は
義
務
の
譲
渡
）

第
五
条

条
例
第
八
条
第
一
項
に
よ
り
工
業
用
水
の
給
水
に
関
す
る
権
利
又
は
義
務
の
譲
渡
に
つ
い
て
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
権
利
又
は
義
務
の
譲
渡
承
認
申
請

書
（
第
四
号
様
式
）
を
管
理
者
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
前
項
の
承
認
に
際
し
て
は
、
権
利
又
は
義
務
の
譲
渡
承
認
通
知
書
（
第
五
号
様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
利
又
は
義
務
を
譲
渡
さ
れ
た
者
に
は
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
地
位
の
承
継
）

第
六
条

条
例
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
使
用
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
使
用
者
地
位
承
継
届
（
第
六
号
様
式
）
を
速
や
か
に
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
消
火
栓
の
使
用
）

第
七
条

消
火
の
た
め
に
消
火
栓
を
使
用
し
た
者
は
、
速
や
か
に
管
理
者
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

消
火
演
習
の
た
め
に
消
火
栓
を
使
用
す
る
者
は
、
使
用
の
七
日
前
ま
で
に
消
火
栓
使
用
許
可
申
請
書
（
第
七
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

管
理
者
は
、
前
項
の
申
請
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
消
火
栓
使
用
許
可
書
（
第
八
号
様
式
）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
受
水
施
設
工
事
の
施
工
委
託
）

第
八
条

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
に
受
水
施
設
工
事
の
施
工
を
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
水
施
設
工
事
施
工
委
託
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
量
水
装
置
の
設
置
）

第
九
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
設
置
す
る
量
水
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
具
備
す
る
も
の
と
す
る
。

一

流
量
を
時
間
的
に
自
動
記
録
す
る
も
の

二

流
量
を
積
算
す
る
も
の

三

計
量
誤
差
（
＋
・
－
）
百
分
の
四
以
内
の
も
の

（
量
水
装
置
の
移
転
）

第
十
条

条
例
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
量
水
装
置
の
移
転
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
量
水
装
置
移
転
工
事
施
工
申
込
書
（
第
十
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
量
水
装
置
の
機
能
検
査
）

第
十
一
条

条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
量
水
装
置
の
機
能
検
査
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
量
水
装
置
機
能
検
査
請
求
書
（
第
十
一
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
費
用
の
算
出
）

第
十
二
条

条
例
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
事
費
用
の
算
出
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

工
事
費

管
理
者
の
積
算
基
準
に
よ
る
。

二

工
事
雑
費
及
び
事
務
雑
費

工
事
の
現
場
に
直
接
必
要
な
経
費
及
び
工
事
の
施
工
に
必
要
な
事
務
費
で
、
別
表
に
定
め
る
工
事
費
の
区
分
に
応
じ
た
算
式
に
よ
り

計
算
し
た
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
費
用
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
実
費

（
工
事
費
用
の
前
納
及
び
精
算
）
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第
十
三
条

条
例
第
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
者
が
工
事
費
用
を
前
納
さ
せ
る
と
き
又
は
精
算
す
る
と
き
は
、
工
事
費
用
内
訳
書
を
付
け
て
行
う

も
の
と
す
る
。

（
給
水
の
制
限
等
の
通
知
）

第
十
四
条

管
理
者
は
、
条
例
第
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
給
水
の
制
限
又
は
停
止
の
通
知
を
す
る
と
き
は
、
工
業
用
水
給
水
制
限
（
停
止
）
通
知

書
（
第
十
二
号
様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
改
善
等
の
指
示
）

第
十
五
条

管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
適
正
使
用
に
関
す
る
改
善
等
の
措
置
を
指
示
す
る
と
き
は
、
改
善
等
指
示
書
（
第
十
三
号

様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

使
用
者
は
、
前
項
の
指
示
に
よ
り
改
善
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
改
善
等
結
果
報
告
書
（
第
十
四
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
使
用
開
始
及
び
休
止
）

第
十
六
条

条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
使
用
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
開
始
の
十
日
前
ま
で
に
工
業
用
水
使
用
開
始
届
（
第
十
五

号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
休
止
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
休
止
期
間
の
初
日
の
二
十
日
前
ま
で
に
、
工

業
用
水
使
用
休
止
承
認
申
請
書
（
第
十
六
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

毎
年
五
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で

二

毎
年
十
一
月
一
日
か
ら
四
月
三
十
日
ま
で

３

管
理
者
は
、
前
項
の
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
工
業
用
水
使
用
休
止
承
認
通
知
書
（
第
十
七
号
様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使
用
の
廃
止
）

第
十
七
条

条
例
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
工
業
用
水
の
使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
予
定
日
の
三
月
前
ま
で
に
工
業
用
水
使
用
廃
止
承
認
申
請
書
（
第

十
八
号
様
式
）
を
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
前
項
の
申
請
を
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
工
業
用
水
使
用
廃
止
承
認
書
（
第
十
九
号
様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
量
水
器
の
検
針
定
例
日
）

第
十
八
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
量
水
器
の
検
針
の
定
例
日
は
、
そ
の
月
の
末
日
（
十
二
月
に
あ
っ
て
は
、
二
十
七
日
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日

が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」
と
い
う
。
）
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
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２

管
理
者
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
超
過
使
用
水
量
を
決
定
し
又
は
認
定
し
た
と
き
は
、
超
過
使
用
水
量
決
定
（
認
定
）
通
知

書
（
第
二
十
号
様
式
）
を
使
用
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
料
金
の
納
入
期
限
）

第
十
九
条

条
例
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
管
理
者
の
定
め
る
納
入
期
限
は
、
条
例
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
量
水
器
の
検
針
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
二
十
日
と
す
る
。

た
だ
し
、
そ
の
日
が
休
日
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い
休
日
、
土
曜
日
又
は
日
曜
日
で
な
い
日
と
す
る
。 

（
料
金
の
減
免
）

第
二
十
条

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
料
金
を
減
免
す
る
場
合
は
、
条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
給
水
を
制
限
し
又
は
停
止
し
た
期
間
に
応
じ
て
管
理
者
が
決

定
し
た
水
量
に
使
用
料
金
の
単
価
を
乗
じ
て
得
た
額
を
使
用
料
金
か
ら
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
）

第
二
十
一
条

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
票
は
、
身
分
証
明
書
（
第
二
十
一
号
様
式
）
と
す
る
。

（
文
書
の
経
由
）

第
二
十
二
条

条
例
又
は
こ
の
施
行
規
程
に
よ
り
管
理
者
に
提
出
す
る
書
類
は
、
当
該
工
業
用
水
道
を
所
管
す
る
事
業
所
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
前
に
三
重
県
工
業
用
水
道
供
給
条
例
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
四
号
。
以
下
「
旧
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
管
理
規
程
の
相
当
規
程
に
よ
る
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
前
に
旧
規
程
に
基
づ
い
て
調
整
し
た
用
紙
は
、
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
当
分
の
間
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

４

こ
の
管
理
規
程
施
行
後
の
最
初
の
休
止
期
間
は
、
管
理
規
程
第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
平
成
二
年
七
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

と
す
る
。

附

則
（
平
成
五
年
四
月
一
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
四
号
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附

則
（
平
成
六
年
三
月
二
十
九
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
二
号
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
は
、
改
正
後
の
三

重
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
十
一
年
三
月
十
九
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
五
号
）

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
一
年
七
月
二
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
十
四
号
）

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
三
号
）

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
五
号
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
管
理
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
令
和
三
年
二
月
十
二
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
五
号
）

１

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
管
理
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
三
重
県
工
業
用
水
道
条
例
施
行
規
程
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
必
要
な
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

別表（第 12 条関係） 

工事費 

「工事雑費」及び

「事務雑費」の合

計額 

3億円以下 工事費の 4.0％ 

3億円を超

え 10 億円

以下 

工事費の 3.5％

（ただし、1,200

万円に満たない

場合は、1,200 万

円とする。） 

10 億円を

超え 20 億

円以下 

1,500 万円＋工事

費の 2.0％ 

20 億円を

超え 30 億

円以下 

3,500 万円＋工事

費の 1.0％ 

30 億円を

超 え る も

の 

5,000 万円＋工事

費の 0.5％ 
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第１号様式（第２条関係） 

 

 

 

工業用水給水（変更）申込書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申込者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり給水を受けたい（給水の内容を変更したい）ので、申し込みます。 

 

給 水 場 所  

給 水 工 場 名  

給 水 開 始 予 定 期 日 

又は変更開始予定期日 
      年  月  日 

時 間 最 大 使 用 水 量 
１時間当たり            立方メートル 

（               ） 

基 本 使 用 水 量 
１日当たり             立方メートル 

（               ） 

用 途 

汽罐用       ㎥／日 原料用       ㎥／日 

冷却用       ㎥／日 〇〇用       ㎥／日 

洗浄用       ㎥／日 〇〇用       ㎥／日 

申 込 （ 変 更 ） 理 由  

貯 水 槽 設 置 の 有 無 設置する（容量     ）設置しない（理由      ） 

 
（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代

えることができる。 

２ 変更の申込みの場合は、時間最大使用水量欄及び基本使用水量欄に変更後の水量を記入し、 

それぞれ同欄の（ ）内に変更前の現に決定されている水量を記入すること。 

なお、時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

３ 変更の申込みの場合は、業務概要の記載を省略することができる。 

４ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。  
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業 務 概 要 

 

１．工 業 用 水 使 用 現 況 

 

主用製品名 区 分 
自家用水 買 水 

海 水 合 計 
地表水 地下水 上水道 工業用水道 

 
使用水量 

（㎥／日） 
      

 
用水単価 

（円／㎥） 
      

 

 

２．工 業 用 水 需 給 計 画 

 

区  分 現 年 度    年度    年度    年度    年度 

年 間 出 荷 額 

（千円） 
     

従 業 員 数 

（人） 
     

工 場 面 積 

（㎡） 
     

需 

要 
量 

の 

内 

訳 

自 家 用 水 

（㎥／日） 
     

上 水 道 

（㎥／日） 
     

工業用水道 

（㎥／日） 
     

 
給 水 開 

始 期 日 
     

海 水 

（㎥／日） 
     

合 計 

（㎥／日） 
     

伸 率 

（％） 
100     
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第２号様式（第３条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

基本使用水量（変更）承認通知書                   

 

  年  月  日付けで申込みのあった給水（変更）については、次のとおり承認

したので、通知します。 

 

給 水 場 所  

給 水 工 場 名  

時 間 最 大 使 用 水 量 
１時間当たり            立方メートル 

（               ） 

基 本 使 用 水 量 
１日当たり             立方メートル 

（               ） 

給 水 開 始 年 月 日 

（変更給水開始年月日） 
    年  月  日 

承 認 条 件 等  

 

（注）１ 変更決定の通知の場合は、時間最大使用水量欄及び基本使用水量欄に変更後の水量を記入し、 

それぞれ同欄の（ ）内に変更前の現に決定されている水量を記入すること。 

なお、時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

２ 段階的使用を認めるときは、承認条件等欄へ付記すること。 

３ 貯水槽設置の条件等は、承認条件等欄へ付記すること。 

４ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第３号様式（第４条関係） 

 

 

氏 名 等 変 更 届 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （届出者）名     称                        

                    代表者職氏名                  

 

 次のとおり（代表者の氏名、名称、住所又は所在地）を変更したので、届け出ます。 

 

区  分 変  更  前 変  更  後 変更（異動）年月日 

変 

更 
内 

容 

氏名又

は名称

及び 

代表者

の氏名 

    年   月   日 

住所又 

は 

所在地 

    年   月   日 

変 

更 

理 

由 

 

(注) 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 
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第４号様式（第５条関係） 

 

 

 

権利又は義務の譲渡承認申請 書 

 

 年  月  日 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （譲渡者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
                    住所又は所在地 

               （譲受者）名     称 

                    代表者職氏名                  

 

 次のとおり工業用水道の使用者の権利又は義務の譲渡（受）をしたいので、承認を

お願いします。 

 

区   分 譲   渡   者 譲   受   者 

譲 渡 （ 受 ） 場 所   

譲 渡 （ 受 ） 工 場 名   

譲渡（受）予定年月日       年     月     日 

譲渡（受）理由又は条件  

譲
渡
（
受
）
水
量 

時間最大使用水量 
１時間当たり ㎥ 

（ ㎥） 

１時間当たり ㎥ 

（ ㎥） 

基 本 使 用 水 量 
１日当たり ㎥ 

（ ㎥） 

１日当たり ㎥ 

（ ㎥） 

そ  の  他  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 譲渡したことを証する書類（写しでも可）を添付すること。 

３ 譲渡者は、譲渡前の水量を譲渡（受）水量欄の（ ）に記入すること。 

     なお、時間最大使用水量は小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

   ４ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第５号様式（第５条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

権利又は義務の譲渡承認通知書 

  年  月  日付けで申請のありました権利又は義務の譲渡については、次のと

おり承認したので、通知します。 

 

区  分 譲  渡  者 譲  受  者 

譲 渡 （ 受 ） 場 所   

譲 渡 （ 受 ） 工 場 名   

譲渡（受）予定年月日   

譲
渡
（
受
）
水
量 

時間最大使用水量 
１時間当たり     m3 

   （       m3） 

１時間当たり      m3 

   （        m3） 

基本使用水量 
１日当たり      m3 

   （       m3） 

１日当たり       m3 

   （        m3） 

承 認 条 件 等   

 

（注）１ 譲渡（受）水量欄の（ ）には、譲渡前の水量を記入すること。 

     なお、時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第６号様式（第６条関係） 

 

 

 

使 用 者 地 位 承 継 届 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （届出者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり工業用水道の使用者の地位を承継（相続又は合併）したので、届け出ま

す。 

 

給 水 場 所  

給 水 工 場 名  

承 継 年 月 日  

承 継 の 理 由  

承 継 し た 水 量 

時間最大使用水量 １時間当たり          ㎥ 

基本使用水量 １日当たり             ㎥ 

前

使

用

者 

住 所  

名 称  

代 表 者 氏 名  

（注） １ 承継したことを証する書類（写しでも可）を添付すること。 

２ 時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第７号様式（第７条関係） 

 

消 火 栓 使 用 許 可 申 請 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり管理者が工業用水道に設置した消火栓を使用したいので、申請します。 

 

消火栓の場所  

使用消火栓数                 基 

使用予定者数                 人 

使用代表者名 

及び 連絡先 

 

 

           （電話番号） 

使 用 目 的  

使 用 日 時 
午前              午前 

年 月 日    時 分から  年 月 日    時 分まで 
午後              午後 

 

（注） １ 消火演習場所及び使用しようとする消火栓が明確に分かる位置図を添付すること。 

２ 使用開始日の７日前までに提出すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第８号様式（第７条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

消 火 栓 使 用 許 可 書 

 

  年  月  日付けで申請のありました消火栓の使用については、次のとおり許

可します。 

 

消 火 栓 の 場 所  

許 可 消 火 栓 数              基 

許 可 条 件 等  

使 用 許 可 日 時 
      午前             午前 
 年 月 日    時 分から 年 月 日    時 分まで 
      午後             午後 

 

（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第９号様式（第８条関係） 

 

受水施設工事施工委託申請書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり受水施設工事の施工を委託したいので、申請します。 

 

給水工場 

名 称  

所 在 地  

受 水 施 設 工 事 場 所  

工 事 に 

 

つ い て 

 

の 希 望 

 

事 項 

受水施設の 

 

概   要 

 

完 成 希 望 

年 月 日 
 

そ の 他  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 受水施設設置予定地点の見取図を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。

 

- 24 -



第１０号様式（第１０条関係） 

 

量水装置移転工事施工申込書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申込者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり量水装置の移転工事の施工を申し込みます。 

 

移転工事 

施工工場 

名 称  

所 在 地  

移 転 工 事 希 望 期 日  

量 水 装 置 

製作会社名 製造番号 名 称 及 び 規 格 

   

移 転 理 由  

移 転 工 事 施 工 に 対 

 

し て の 要 望 事 項 

 

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代 

えることができる。 

２ 現在の設置場所及び移転場所の分かる見取図を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１１号様式（第１１条関係） 

 

量 水 装 置 機 能 検 査 請 求 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （請求者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり量水装置の機能検査を請求します。 

 

設 置 場 所  

機 能 検 査 

 

 

 

請 求 理 由 

 

 

（注） １ 設置場所の分かる見取図を添付すること。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１２号様式（第１４条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

工業用水給水制限（停止）通知書 

 

次のとおり給水を制限（停止）しますので、通知します。 

 

制限（停止） 

年 月 日 

       午前             午前 
  年 月 日   時 分から  年 月 日   時 分まで 
       午後             午後 

制限（停止）  

 

水 量 及 び  

 

制 限 率  

使
用
水
量 

     ㎥／時間 水

 
 

量 

制

限

使

用

 
 

 
 

 

                 ㎥／時間 

    ㎥／日                 ㎥／日  

制
限
率 

％ 

制限（停止）  

 

理 由  

 

そ の 他   

 

（注）１ 「使用水量」とは、基本使用水量から休止水量を減じた水量をいう。 

なお、時間当たりの使用水量及び制限使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨 

てること。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１３号様式（第１５条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

改  善  等  指  示  書 

 

工業用水を適正に使用していただくために、次のとおり改善を指示します。 

なお、改善等結果報告書を    年  月  日までに提出して下さい。 

 

給水工場名 

名 称  

所 在 地  

指 示 内 容  

指 示 理 由  

改 善 期 限         年     月     日まで 

 

（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１４号様式（第１５条関係） 

 

改 善 等 結 果 報 告 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （報告者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

   年  月  日付け第  号で改善指示のありましたことについては次のとお

り改善しましたので、報告します。 

 

工 場 名 

名 称 
 

 

所 在 地  

改 善 内 容  

改 善 年 月 日                   年   月   日実施完了 

 

（注） １ 改善内容が分かる図面、写真等を添付すること。 

２ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１５号様式（第１６条関係） 

 

工 業 用 水 使 用 開 始 届 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （届出者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり工業用水の使用を開始したいので、届け出ます。 

 

給水工場名 

名 称  

所在地  

使 用 開 始 年 月 日      年   月   日   時   分から 

時 間 最 大 使 用 水 量                       ㎥／時間 

基 本 使 用 水 量                       ㎥／日 

 

（注） １ 使用開始の１０日前までに提出すること。 

２ 時間最大使用水量は、小数第２位までとし、第３位を切り捨てること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１６号様式（第１６条関係） 

 

工 業 用 水 使 用 休 止 承 認 申 請 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  

 

 次のとおり工業用水の使用を休止したいので、申請します。 

 

給 水 工 場 名 

名 称 
 

 

所在地  

休 止 期 間    年   月   日から   年   月   日まで 

時 間 最 大 使 用 水 量                        ㎥／時間 

う ち 休 止 す る 水 量                        ㎥／時間 

基 本 使 用 水 量                        ㎥／日 

う ち 休 止 す る 水 量                        ㎥／日 

休 止 す る 理 由  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代え

ることができる。 

２ 休止期間は、「５月１日から１０月３１日まで」又は「１１月１日から４月３０日まで」のい 

 ずれかを記入すること。 

３ 休止期間の初日の２０日前までに提出すること。 

４ 時間最大使用水量のうち休止する水量は、小数第２位までとし、第３位を切り上げること。 

５ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 
- 31 -



第１７号様式（第１６条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

工 業 用 水 使 用 休 止 承 認 通 知 書 

 

次のとおり工業用水の使用の休止を承認します。 

 

給水工場名 

名 称  

所 在 地 

 

休 止 期 間     年  月  日から   年  月  日まで 

休 止 水 量 

時間当たり水量              ㎥／時間 

日 当 た り 水 量              ㎥／日 

基 本 使 用 水 量 

時間最大使用水量              ㎥／時間 

日 当 た り 水 量              ㎥／日 

使 用 水 量 

時間当たり水量              ㎥／時間 

日 当 た り 水 量              ㎥／日 

 

（注） １ 休止水量の時間当たり水量は、小数第２位までとし、第３位を切り上げること。 

２ 使用水量は、基本使用水量から、休止水量を減じた水量とする。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第１８号様式（第１７条関係） 

 

 

 

工 業 用 水 使 用 廃 止 承 認 申 請 書 

 

 年  月  日 

 

三重県企業庁長 宛て 

                    住所又は所在地 

               （申請者）名     称                        

                    代表者職氏名                  
 

 次のとおり工業用水の使用を廃止したいので、申請します。 

 

給水工場名 

名 称  

所在地  

廃 止 年 月 日           年   月   日から 

基 本 使 用 水 量                        ㎥／日 

廃 止 す る 理 由  

 

（注）１ 代表者の氏名は自署による。ただし、これにより難い場合には、記名押印をもって自署に代

えることができる。 

２ 廃止予定日の３月前までに提出すること。 

３ 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。 
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第１９号様式（第１７条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       三重県企業庁長      印 

 

工 業 用 水 使 用 廃 止 承 認 書 

 

次のとおり工業用水の使用の廃止を承認します。 

 

給水工場名 

名 称  

所 在 地  

廃止を承認する年月日          年   月   日から 

基 本 使 用 水 量                       ㎥／日 

廃 止 条 件 等  

 

（注） 用紙の大きさは、Ａ列４番とすること。
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第２０号様式（第１８条関係） 

 

第     号 

 年  月  日 

 

              様 

                       水道事務所長      印 

 

超 過 使 用 水 量 決 定 （ 認 定 ） 通 知 書 

 

 次のとおり   年  月分の工業用水超過使用水量を決定（認定）したので、通

知します。 

超 過 使 用 水 量                        ㎥／月 

超過使用水量算出期間       月   日から     月   日まで 

参 
 

 

考 

基本使用水量(A)                        ㎥／日 

休 止 水 量(B)                        ㎥／日 

使用水量(A)-(B)                        ㎥／日 

備         考  

 

（注） この通知書は、２部複写とする。
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第２１号様式（第２１条関係） 

 
（表） 

 

 

 

 

（裏） 

 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

第   号 

身 分 証 明 書 

 

所属名 

職氏名 

年  月  日生 

 上記の者は、三重県工業用水道条例第３１条の規定に基づき、受水施設の

検査を行う者であることを証明する。  

   年  月  日 

 

三重県企業庁長     印  

９センチメートル 

 

三重県工業用水道条例抜粋 

 

 （立入検査） 

第 31 条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、使用

者の工場等に立ち入り、受水施設を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、

関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。  
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三

重

県

債

権

の

管

理

及

び

私

債

権

の

徴

収

に

関

す

る

条

例

（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日

三
重
県
条
例
第
二
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
県
が
有
す
る
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
債
権
の
管
理
の
一
層
の
適
正
化
を
図
り
、

も
っ
て
公
正
か
つ
円
滑
な
行
財
政
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

債
権

金
銭
の
給
付
を
目
的
と
す
る
県
の
権
利
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
条
第
四
項
第
一
号
及

び
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
債
権
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二

私
債
権

債
権
の
う
ち
、
公
債
権
（
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
歳
入
に
係
る
債
権
で
あ
っ
て
、
法
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
時

効
に
よ
る
消
滅
に
つ
い
て
、
時
効
の
援
用
を
要
し
な
い
も
の
を
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

三

規
則
等

規
則
、
法
第
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
及
び
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
十
条

に
規
定
す
る
企
業
管
理
規
程
を
い
う
。

（
他
の
法
令
等
と
の
関
係
）

第
三
条

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
法
令
又
は
他
の
条
例
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
債
権
の
管
理
の
基
準
）

第
四
条

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
法
令
、
条
例
又
は
規
則
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
債
権
の
発
生
原
因
及
び
内
容
に
応
じ
て
、
財
政
上
最
も
県
の
利
益
に

適
合
す
る
よ
う
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
債
権
の
管
理
の
体
制
の
整
備
）

第
五
条

知
事
及
び
公
営
企
業
管
理
者
（
以
下
「
知
事
等
」
と
い
う
。
）
は
、
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
の
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
規
則
等
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
債
権
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
は
、
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
の
手
続
を
整
え
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
調
整
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を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
督
促
）

第
六
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
履
行
期
限
ま
で
に
履
行
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
期
限
を
指
定
し
て
こ
れ
を
督
促
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遅
延
損
害
金
）

第
七
条

知
事
等
は
、
債
務
者
が
私
債
権
の
履
行
期
限
ま
で
に
当
該
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
履
行
の
遅
滞
に
係
る
損
害
賠
償
金
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二

条
第
二
項
に
お
い
て
「
遅
延
損
害
金
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
遅
延
損
害
金
の
額
は
、
同
項
の
私
債
権
の
履
行
期
限
の
翌
日
か
ら
履
行
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
私
債
権
の
金
額
に
当
該
履
行
期
限
の
翌
日

に
お
け
る
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
四
条
第
一
項
の
法
定
利
率
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
損
害

の
賠
償
又
は
違
約
金
に
つ
い
て
債
務
者
と
特
約
を
し
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
。 

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
遅
延
損
害
金
の
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
私
債
権
の
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
金

額
が
二
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
遅
延
損
害
金
の
確
定
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
金
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨

て
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
に
規
定
す
る
年
当
た
り
の
割
合
は
、
閏

じ
ゅ
ん

年
の
日
を
含
む
期
間
に
つ
い
て
も
、
三
百
六
十
五
日
当
た
り
の
割
合
と
す
る
。

６

知
事
等
は
、
債
務
者
が
私
債
権
の
履
行
期
限
ま
で
に
当
該
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第

一
項
の
遅
延
損
害
金
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
強
制
執
行
等
）

第
八
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
し
た
後
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
履
行
さ
れ
な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
採

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
る
場
合
又
は
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
履
行
期
限
を
延
長
す
る
場
合
そ
の
他
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

担
保
の
付
さ
れ
て
い
る
私
債
権
（
保
証
人
の
保
証
が
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
私
債
権
の
内
容
に
従
い
、
そ
の
担
保
を
処
分
し
、
若
し
く
は
競
売

そ
の
他
の
担
保
権
の
実
行
の
手
続
を
と
り
、
又
は
保
証
人
に
対
し
て
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
。

二

債
務
名
義
の
あ
る
私
債
権
（
次
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
よ
り
債
務
名
義
を
取
得
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
強
制
執
行
の
手
続
を
と
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
該
当
し
な
い
私
債
権
（
第
一
号
に
該
当
す
る
私
債
権
で
同
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
っ
て
な
お
履
行
さ
れ
な
い
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
訴
訟
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手
続
（
非
訟
事
件
の
手
続
を
含
む
。
）
に
よ
り
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
。

（
履
行
期
限
の
繰
上
げ
）

第
九
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
債
務
者

に
対
し
、
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
特
に
支
障
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
私
債
権
の
申
出
等
）

第
十
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
強
制
執
行
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
こ
と
等
を
知
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
県
が

債
権
者
と
し
て
配
当
の
要
求
そ
の
他
私
債
権
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
そ
の
た
め
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
等
は
、
私
債
権
を
保
全
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
債
務
者
に
対
し
、
担
保
の
提
供
（
保
証
人
の
保
証
を
含

む
。
）
を
求
め
、
又
は
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
の
手
続
を
と
る
等
必
要
な
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
徴
収
停
止
）

第
十
一
条

知
事
等
は
、
私
債
権
で
履
行
期
限
後
相
当
の
期
間
を
経
過
し
て
も
な
お
完
全
に
履
行
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

こ
れ
を
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
以
後
そ
の
保
全
及
び
取
立
て
を
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
。

一

法
人
で
あ
る
債
務
者
が
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
将
来
そ
の
事
業
を
再
開
す
る
見
込
み
が
全
く
な
く
、
か
つ
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制

執
行
の
費
用
を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

債
務
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
の
費
用
を
超
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
そ
の
他
こ
れ
に
類

す
る
と
き
。

三

私
債
権
の
金
額
が
少
額
で
、
取
立
て
に
要
す
る
費
用
に
満
た
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
履
行
延
期
の
特
約
等
）

第
十
二
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
履
行
期
限
を
延
長
す
る
特

約
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
私
債
権
の
金
額
を
適
宜
分
割
し
て
履
行
期
限
を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一

債
務
者
が
無
資
力
又
は
こ
れ
に
近
い
状
態
に
あ
る
と
き
。

二

債
務
者
が
当
該
債
務
の
全
部
を
一
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
現
に
有
す
る
資
産
の
状
況
に
よ
り
、
履
行
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
徴
収

上
有
利
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
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三

債
務
者
に
つ
い
て
、
災
害
、
盗
難
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
債
務
者
が
当
該
債
務
の
全
部
を
一
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
履
行

期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

損
害
賠
償
金
又
は
不
当
利
得
に
よ
る
返
還
金
に
係
る
私
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
当
該
債
務
の
全
部
を
一
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
弁
済

に
つ
き
特
に
誠
意
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

五

貸
付
金
に
係
る
私
債
権
に
つ
い
て
、
債
務
者
が
当
該
貸
付
金
の
使
途
に
従
っ
て
第
三
者
に
貸
付
け
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
第
三
者
に
対
す
る
貸
付
金
に

関
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
理
由
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
に
よ
り
、
当
該
第
三
者
に
対
す
る
貸
付
金
の
回
収
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
た
め
、
当
該
債
務
者
が
当
該
債
務
の
全
部
を
一
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

２

知
事
等
は
、
履
行
期
限
後
に
お
い
て
も
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
期
限
を
延
長
す
る
特
約
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
発
生
し
た
遅

延
損
害
金
そ
の
他
の
徴
収
金
（
次
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
「
損
害
賠
償
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
私
債
権
は
、
徴
収
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

（
免
除
）

第
十
三
条

知
事
等
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
債
務
者
が
無
資
力
又
は
こ
れ
に
近
い
状
態
に
あ
る
た
め
履
行
延
期
の
特
約
等
を
し
た
私
債
権
に
つ
い
て
、
当
初
の
履
行
期

限
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
初
の
履
行
期
限
後
に
履
行
延
期
の
特
約
等
を
し
た
場
合
は
、
最
初
に
履
行
延
期
の
特
約
等
を
し
た
日
）
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
後

に
お
い
て
、
な
お
、
債
務
者
が
無
資
力
又
は
こ
れ
に
近
い
状
態
に
あ
り
、
か
つ
、
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
私
債
権
及

び
こ
れ
に
係
る
損
害
賠
償
金
等
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
り
履
行
延
期
の
特
約
を
し
た
貸
付
金
に
係
る
私
債
権
で
、
同
号
に
規
定
す
る
第
三
者
が
無
資
力
又
は
こ

れ
に
近
い
状
態
に
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
当
該
履
行
延
期
の
特
約
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
免
除
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
が
当
該
第
三

者
に
対
す
る
貸
付
金
に
つ
い
て
免
除
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
私
債
権
の
放
棄
）

第
十
四
条

知
事
等
は
、
私
債
権
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
私
債
権
及
び
こ
れ
に
係
る
損
害
賠
償
金
等
を
放
棄
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
採
っ
た
私
債
権
に
つ
い
て
、
当
該
措
置
を
採
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
同
条
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
消
滅
時
効
の
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
に
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る
事
由
が
あ

る
と
き
を
除
く
。
）
。 

二

債
務
者
が
死
亡
し
、
当
該
債
務
に
つ
い
て
限
定
承
認
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
続
財
産
の
価
額
が
強
制
執
行
を
し
た
場
合
の
費
用
並
び
に
当
該
私
債
権

に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
債
権
（
法
第
二
百
四
十
条
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
債
権
を
含
む
。
）
及
び
県
以
外
の
者
の
権
利
の
金
額
の
合
計
額
を
超
え
な
い
と
見
込
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ま
れ
る
と
き
。

２

知
事
等
は
、
私
債
権
の
う
ち
消
滅
時
効
の
期
間
が
経
過
し
た
も
の
（
債
務
者
が
援
用
を
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る

事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
私
債
権
及
び
こ
れ
に
係
る
損
害
賠
償
金
等
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

債
務
者
に
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
が
な
い
と
き
。

二

強
制
執
行
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
債
務
者
の
生
活
を
著
し
く
窮
迫
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

三

債
務
者
の
所
在
及
び
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
が
共
に
不
明
で
あ
る
と
き
。

（
報
告
）

第
十
五
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
私
債
権
を
放
棄
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
情
報
の
提
供
）

第
十
六
条

知
事
等
は
、
未
納
と
な
っ
て
い
る
債
権
の
状
況
に
関
し
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
の
提
供
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
十
七
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
等
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
範
囲
）

２

第
七
条
の
規
定
は
、
同
条
の
施
行
の
日
以
後
に
発
生
し
た
私
債
権
に
係
る
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
条
第
六
項
の
規
定
は
、
同
条
の
施
行
の

日
前
に
発
生
し
た
私
債
権
に
係
る
遅
延
損
害
金
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

（
三
重
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
改
正
）

３

三
重
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
（
平
成
八
年
三
重
県
条
例
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
三
重
県
税
外
収
入
通
則
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
重
県
条
例
第
十
三
号
）
」
を
「
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
六
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
」
に
改
め
る
。

（
三
重
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正
）
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４

三
重
県
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
三
重
県
条
例
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
六
条
中
「
三
重
県
税
外
収
入
通
則
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
重
県
条
例
第
十
三
号
）
」
を
「
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
六
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
三
日
三
重
県
条
例
第
三
十
号
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
改
正
後
の
第
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
履
行
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
お
け
る
遅
延
損
害
金
に
係
る
利
率
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項
に
規
定
す
る
履
行
期
限
が
到
来
し
た
場
合
に
お
け
る
遅

延
損
害
金
に
係
る
利
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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企 

業 

庁 

関 

係 

三 

重 

県 

債 

権 

の 

管 

理 

及 

び 

私 

債 

権 

の 

徴 

収 

に 

関 

す 

る 

条 

例 

施 

行 

規 

程 

（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
七
日 

三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
一
号
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
管
理
規
程
は
、
三
重
県
債
権
の
管
理
及
び
私
債
権
の
徴
収
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
三
重
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

２ 

こ
の
管
理
規
程
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

課
長 

三
重
県
企
業
庁
組
織
規
程
（
平
成
十
四
年
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
一
号
。
次
号
に
お
い
て
「
組
織
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
課
の
長
を
い
う
。 

二 

所
長 

組
織
規
程
第
九
条
に
規
定
す
る
事
業
所
の
長
を
い
う
。 

三 

債
権
管
理
者 

企
業
庁
長
又
は
企
業
庁
長
の
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
権
限
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。 

（
企
業
庁
長
の
役
割
） 

第
三
条 

企
業
庁
長
は
、
債
権
の
管
理
の
適
正
を
期
す
た
め
、
企
業
庁
に
お
け
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

債
権
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。 

二 

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
推
進
す
る
こ
と
。 

三 

債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
指
導
及
び
調
整
を
行
う
こ
と
。 

２ 

企
業
庁
長
は
、
前
項
の
事
務
を
財
務
管
理
課
長
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
債
権
管
理
簿
の
整
備
等
） 

第
四
条 

債
権
管
理
者
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
債
権
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
、
債
権
の
管
理
に
関
す
る
記
録
を
記
載
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
債
権
管
理
簿
」
と
い
う
。）

を
整
備
し
、
債
権
の
管
理
に
関
す
る
事
務
及
び
こ
れ
に
付
帯
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
自
ら
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

債
権
管
理
簿
に
記
載
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

債
権
の
名
称 

二 

債
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 
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三 

債
権
の
金
額 

四 
債
権
の
発
生
及
び
徴
収
に
係
る
履
歴 

五 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
督
促
） 

第
五
条 

条
例
第
六
条
に
規
定
す
る
督
促
は
、
法
令
、
条
例
及
び
規
則
等
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
履
行
期
限
経
過
後
二
十
日
以
内
に
債
権
管
理
者
が
書
面
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
督
促
に
お
い
て
指
定
す
る
期
限
は
、
同
項
の
書
面
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
（
当
該
経
過
し
た
日
が
三
重
県
の
休
日
を
定
め
る
条 

例
（
平
成
元
年
三
重
県
条
例
第
二
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
に
当
た
る
場
合
は
、
そ
の
日
の
翌
日
）
と
す
る
。 

（
履
行
期
限
の
繰
上
げ
） 

第
六
条 

条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

債
務
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。 

二 

債
務
者
が
自
ら
担
保
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
。 

三 

債
務
者
が
担
保
を
供
す
る
義
務
を
負
い
な
が
ら
こ
れ
を
供
し
な
い
と
き
。 

四 

債
務
者
で
あ
る
法
人
が
解
散
し
た
と
き
。 

五 

債
務
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
が
限
定
承
認
を
し
た
と
き
。 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
令
又
は
契
約
に
基
づ
き
債
権
に
つ
い
て
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
が
生
じ
た
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
履
行
期
限
の
繰
上
げ
は
、
債
権
管
理
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
徴
収
停
止
） 

第
七
条 

債
権
管
理
者
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
採
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
理
由
、
当
該
措
置
を
採
る
こ
と

が
債
権
の
管
理
上
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
理
由
、
債
務
者
の
業
務
又
は
資
産
に
関
す
る
状
況
、
債
務
者
の
所
在
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

債
権
管
理
者
は
、
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
停
止
の
措
置
を
採
っ
た
後
、
事
情
の
変
更
等
に
よ
り
当
該
措
置
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
適
当
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
措
置
を
取
り
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
履
行
延
期
の
特
約
等
） 

第
八
条 

債
権
管
理
者
は
、
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
履
行
延
期
の
特
約
等
（
以
下
「
履
行
延
期
の
特
約
等
」
と
い
う
。）
を
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事
項
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を
記
載
し
た
書
面
を
債
務
者
に
提
出
さ
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
債
務
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

二 

債
務
の
金
額 

三 

債
務
の
内
容 

四 

履
行
期
限
の
延
長
を
必
要
と
す
る
理
由 

五 

履
行
期
限
の
延
長
に
係
る
履
行
期
限 

六 

履
行
期
限
の
延
長
に
伴
う
担
保
及
び
利
息
に
関
す
る
事
項 

七 

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

債
権
管
理
者
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
し
た
と
き
は
、
当
該
結
果
に
つ
い
て
債
務
者
に
、
又
は
必
要
に
応
じ
て
、
保
証
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
履
行
期
限
を
延
長
す
る
期
間
） 

第
九
条 

債
権
管
理
者
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
履
行
期
限
（
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
履
行
期
限
後
に
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
か
ら
五
年
（
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十

年
）
以
内
に
お
い
て
、
当
該
履
行
期
限
の
延
長
に
係
る
履
行
期
限
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
さ
ら
に
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

（
履
行
延
期
の
特
約
等
に
係
る
措
置
） 

第
十
条 

債
権
管
理
者
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
債
権
の
保
全
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
債
務
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必
要

な
措
置
を
採
る
も
の
と
す
る
。 

一 

担
保
又
は
増
担
保
の
提
供
、
保
証
人
の
保
証
又
は
変
更
そ
の
他
担
保
の
変
更
を
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

県
が
当
該
債
務
に
係
る
債
務
名
義
を
取
得
す
る
こ
と
。 

三 

債
務
証
書
（
県
に
対
す
る
債
務
の
履
行
及
び
当
該
債
務
の
履
行
に
関
し
て
従
う
条
件
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う
。）
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。 

四 

官
公
署
等
に
資
産
等
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
書
を
債
務
者
又
は
保
証
人
に
提
出
さ
せ
る
こ
と
。 

（
履
行
延
期
の
特
約
等
の
条
件
） 

第
十
一
条 

債
権
管
理
者
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
趣
旨
の
条
件
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

当
該
債
権
の
保
全
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
債
務
者
又
は
保
証
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
又
は
資
産
の
状
況
に
関
し
て
調
査
し
、
又
は
参
考
と
な
る
べ
き
報
告
若
し
く
は
資
料 

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
債
権
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
当
該
履
行
期
限
の
延
長
に
係
る
履
行
期
限
を
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 
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イ 

債
務
者
が
県
の
不
利
益
に
そ
の
財
産
を
隠
し
、
損
な
い
、
若
し
く
は
処
分
し
た
と
き
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
虚
偽
に
債
務
を

負
担
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。 

ロ 
当
該
債
権
の
金
額
を
分
割
し
て
履
行
期
限
を
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
、
債
務
者
が
分
割
さ
れ
た
弁
済
金
額
に
つ
い
て
の
履
行
を
怠
っ
た
と
き
。 

ハ 

条
例
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
理
由
が
生
じ
た
と
き
。 

ニ 

債
務
者
が
第
一
号
に
掲
げ
る
条
件
そ
の
他
の
当
該
履
行
延
期
の
特
約
等
に
付
さ
れ
た
条
件
に
従
わ
な
い
と
き
。 

ホ 

そ
の
他
債
務
者
の
資
力
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
当
該
履
行
期
限
の
延
長
に
係
る
履
行
期
限
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
延
納
利
息
） 

第
十
二
条 

債
権
管
理
者
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
利
息
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
延
納
利
息
」
と
い
う
。
）
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
延
納
利
息
を
付
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
債
権
が
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
と
き
。 

二 

履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
債
権
が
貸
付
金
に
係
る
債
権
そ
の
他
の
債
権
で
既
に
利
息
を
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

三 

履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
債
権
が
利
息
、
遅
延
損
害
金
そ
の
他
法
令
又
は
契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
定
期
間
に
応
じ
て
付
す
る
加
算
金
に
係
る
債
権
で
あ
る
と

き
。 

四 

履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
債
権
の
金
額
が
二
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

五 

延
納
利
息
を
付
す
る
こ
と
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
延
納
利
息
の
額
の
合
計
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
納
利
息
の
額
は
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
債
権
の
金
額
（
千
円
未
満
の
端
数
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
に
、

履
行
期
限
の
翌
日
か
ら
当
該
履
行
期
限
の
延
長
に
係
る
履
行
期
限
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
三
重
県
企
業
庁
会
計
規
程
（
平
成

十
九
年
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
四
号
）
第
百
七
十
一
条
第
一
項
の
企
業
庁
長
が
別
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
金
額
に
百
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。 

 

（
未
納
と
な
っ
て
い
る
債
権
の
状
況
） 

第
十
三
条 

企
業
庁
長
は
、
毎
年
、
条
例
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
債
権
処
理
計
画
（
未
納
と
な
っ
て
い
る
債
権
の
状
況
を
ま
と
め
た
債
権
の
処
理
に
関
す
る
計
画
を
い
う
。）
を

策
定
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
際
現
に
使
用
し
て
い
る
債
権
の
管
理
に
関
す
る
記
録
を
記
載
し
た
書
面
で
あ
っ
て
、
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
債
権
管
理
簿
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
際
現
に
定
め
ら
れ
て
い
る
債
権
の
処
理
に
関
す
る
目
標
を
定
め
た
計
画
で
あ
っ
て
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
債
権
処
理
計
画
と
同
等
の
内
容
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
同
条
に
規
定
す
る
債
権
処
理
計
画
と
み
な
す
。 

附 

則
（
令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
三
重
県
企
業
庁
管
理
規
程
第
八
号
） 

１ 

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
管
理
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
以
後
に
履
行
延
期
の
特
約
等
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
履

行
延
期
の
特
約
等
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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